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健
福
利
班
」
を
「
保
健
福
利
班

第
五
班
」
に
改
め
、
同
部
学
事

同
表
地
域
振
興
部
の
部
地
域
政
策

口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十

次
中
「
第
百
四
条
」
を
「
第
百
八

二
十
七
目

削
除

二
十
八
目

松
光
園
（
第
百
九
条

二
十
九
目

華
の
浦
学
園
（
第
百

二
十
七
目

華
の
浦
学
園
（
第
百

八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
職

口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
三
十
一
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部

目

次

則口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

庶
務
第
一
班

庶
務
第
二
班

文
書
課
の
項
中
「
大
学
班
」
を

課
の
項
中
「
総
務
管
理
班
」
を

三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）

条
」
に
、

第
百
十
一
条
の
二
）

十
一
条
の
三

第
百
三
十
八
条

九
条

第
百
三
十
八
条
）
」
に

員
厚
生
課
の
項
中
「
職
員
厚
生

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

則

庶
務
第
三
班

庶
務
第
四
班

「
大
学
・
公
益
法
人
班
」
に
改

「
総
務
企
画
班
」
に
改
め
、
同

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

を

）
」

改
め
る
。

課
」
を
「
給
与
厚
生
課
」
に
、

る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（月曜日）

四

地
球
温
暖
化
対
策
の
推

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福

第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号

号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

一

宗
教
法
人
に
関
す
る
こ

第
九
条
第
一
項
の
表
地
域
振

策
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十

三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

スポーツ大会局

競
技
式
典
課

第
八
条
第
三
項
中
「
及
び
監

第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部

め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

八

職
員
の
給
与
及
び
旅
費

第
八
条
第
一
項
の
表
健
康
福

班
」
を
削
り
、
同
表
商
工
労
働

独
法
化
準
備
班
」
に
改
め
、
同

班
」
を
「
民
間
住
宅
支
援
班
」

総
務
企
画
課

国体・障害者

施
設
調
整
課

部
国
体
準
備
室
の
項
を
削
り
、

対
策
班
」
を
「
地
球
温
暖
化
対

指
導
班

医
療
企
画
班

医
師

に
加
え
る
。

地
域
医
療
推
進
室

医
療
企

進
に
関
す
る
こ
と
。

祉
部
の
部
医
務
保
険
課
の
項
第
二

の
部
学
事
文
書
課
の
項
中
第
七
号

号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号

と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号

。と
。

興
部
の
部
国
体
準
備
室
の
項
を
削

三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一

る
。

競
技
班

式
典
班

県
外
競
技
第
一
班

理
課
」
を
「
、
監
理
課
及
び
総
務

の
部
職
員
厚
生
課
の
項
中
「
職
員

る
。

の
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

祉
部
の
部
障
害
者
支
援
課
の
項
中

部
の
部
新
産
業
振
興
課
の
項
中
「

表
土
木
建
築
部
の
部
住
宅
課
の
項

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加

総
務
班

広
報
・
県
民
運
動
班

全
国

施
設
・
会
場
管
理
班

宿
泊
・
交
通
班

同
表
環
境
生
活
部
の
部
環
境
政
策

策
班
」
に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉

確
保
対
策
班
」
を
「
医
療
指
導
班

画
班

医
師
確
保
対
策
班

一

号
中
「
老
人
医
療
」
を
「
後
期
高

を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し

中
「
宗
教
法
人
」
を
「
公
益
法
人

と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、

り
、
同
表
環
境
生
活
部
の
部
環
境

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

県
外
競
技
第
二
班

企
画
課
」
に
改
め
る
。

厚
生
課
」
を
「
給
与
厚
生
課
」
に

「
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準

産
業
資
源
班
」
を
「
産
業
資
源
班

中
「
住
環
境
整
備
班

民
間
住

え
る
。

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
班

課
の
項
中
「
環
境
政
策
班

温
暖

部
の
部
医
務
保
険
課
の
項
中
「
医

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ

齢 、」同政第 改 備宅 化療う

規

則
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第
増
進

こ
の

十
五

七
年

（号 外 ）

者
医

六
号

第
七

十
一
条
中
「
部
長
」
を
「
部
長
又

十
二
条
第
一
項
の
表
部
の
項
を
次

整課

四

宿
泊
及
び
衛
生
に

五

医
療
及
び
救
護
に

ツ大会局

競技式典課

一

競
技
に
関
す
る
こ

二

式
典
に
関
す
る
こ

三

県
外
に
お
い
て
実

十
条
中
「
主
務
部
長
」
の
下
に

ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
長
）
」
を
加
え

務企画課

二

実
行
委
員
会
及
び

三

競
技
の
開
催
場
所

四

広
報
に
関
す
る
こ

五

国
体
県
民
運
動
に

六

募
金
及
び
協
賛
に

七

全
国
障
害
者
ス
ポ

施設調

一

施
設
の
整
備
に
関

二

会
場
の
管
理
に
関

三

輸
送
及
び
交
通
に

体・障害者スポー 九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の

事
業
」
に
改
め
、
同
部
障
害
者
支

み
園
」
に
改
め
、
同
表
土
木
建
築

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十

法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
六
条
」

総

一

国
民
体
育
大
会
及

る
こ
と
。

国 療
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を

を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第

号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
八
号
と

地域医療推進室

一

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関

二

保
健
医
療
計
画
に
関
す
る

三

救
急
医
療
及
び
へ
き
地
医

四

死
体
解
剖
、
角
膜
移
植
そ

五

自
治
医
科
大
学
及
び
医
学

は
局
長
」
に
改
め
る
。

の
よ
う
に
改
め
る
。

関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

と
。

と
。

施
さ
れ
る
競
技
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

る
。

準
備
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

ー
ツ
大
会
の
開
催
準
備
に
関
す
る
こ

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

部
健
康
増
進
課
の
項
第
五
号
中

援
課
の
項
第
三
号
中
「
、
こ
の

部
の
部
住
宅
課
の
項
第
四
号
中

三
条
」
を
「
独
立
行
政
法
人
住

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
総

削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し

十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

す
る
こ
と
。

こ
と
。

療
に
関
す
る
こ
と
。

の
他
医
療
社
会
事
業
に
関
す
る
こ
と

生
修
学
資
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

会
局
に
あ
つ
て
は
、
国
体
・
障

と
。

「
老
人
保
健
事
業
」
を
「
健
康

み
園
及
び
松
光
園
」
を
「
及
び

「
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二

宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十

加
え
る
。

合
調
整
に
関
す

、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第

を
第
六
号
と
し
、
第
十
二
号
を

加
え
る
。

。

山
口
県
岩
国
健
康
福
祉
セ
ン

に
お
け
る
小
野
田
市
の
区
域
」

口
県
周
防
大
島
防
災
行
政
連
絡

の
区
域
」
を
削
り
、
同
表
山
口

ま
で
を
削
り
、
同
表
山
口
県
山

年
三
月
二
十
一
日
に
お
け
る
小

防
災
行
政
連
絡
所
の
項
を
削
る

第
四
十
七
条
の
十
一
の
表
山

六
年
十
月
三
日
に
お
け
る
光
市

り
、
同
表
山
口
県
長
門
防
災
行

門
市
の
区
域
」
を
削
り
、
同
表

所
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
山

日
に
お
け
る
柳
井
市
の
区
域
」

口
県
周
南
防
災
行
政
連
絡
所
の

を
削
り
、
同
表
山
口
県
新
南
陽

を
削
り
、
同
表
山
口
県
山
陽
小

月
三
十
一
日
に
お
け
る
宇
部
市

同
表
山
口
県
山
口
防
災
行
政
連

区
域
」
を
削
り
、
同
表
山
口
県

項
ま
で
を
削
り
、
同
表
山
口
県

る
萩
市
の
区
域
」
を
削
り
、
同

絡
所
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表

九
日
に
お
け
る
岩
国
市
の
区
域

和
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
ま
で

部

部

第
十
五
条
第
一
項
の
表
会
計

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
表
山
口
県
下

け
る
下
関
市
の
区
域
」
を
削
り

政
連
絡
所
の
項
ま
で
を
削
り
、

生
活
環
境
課

を
削
り
、
同
表
山
口
県
山
陽
防
災

所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成
十
六
年

県
久
賀
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
か

陽
小
野
田
市
消
防
本
部
防
災
行
政

野
田
市
の
区
域
」
を
削
り
、
同
表

。口
県
岩
国
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

保
健
環
境
部

健
康
増
進
課

の
区
域
」
を
削
り
、
同
表
山
口
県

政
連
絡
所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成

山
口
県
三
隅
防
災
行
政
連
絡
所
の

口
県
柳
井
防
災
行
政
連
絡
所
の
項

を
削
り
、
同
表
山
口
県
大
畠
防
災

項
中
「
の
う
ち
平
成
十
五
年
四
月

防
災
行
政
連
絡
所
の
項
か
ら
山
口

野
田
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
中
「

の
区
域
」
を
削
り
、
同
表
山
口
県

絡
所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成
十
七

徳
地
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
か
ら

萩
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
中
「
の

表
山
口
県
川
上
防
災
行
政
連
絡
所

山
口
県
岩
国
防
災
行
政
連
絡
所
の

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
由
宇
防

を
削
り
、
同
表
山
口
県
光
防
災
行

長
又
は
局
長

部
次
長
又
は
局
次
長

課
の
項
中
「
審
査
指
導
班

シ
ス

関
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
中
「
の

、
同
表
山
口
県
菊
川
防
災
行
政
連

同
表
山
口
県
宇
部
防
災
行
政
連
絡

難
病
班

環
境
衛
生
薬
事
班

食

行
政
連
絡
所
の
項
を
削
り
、
同
表

九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
大
島

ら
山
口
県
橘
防
災
行
政
連
絡
所
の

連
絡
所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成
十

山
口
県
山
陽
小
野
田
市
山
陽
消
防

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
保
健
班

精
神
・

大
和
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
を

十
七
年
三
月
二
十
一
日
に
お
け
る

項
か
ら
山
口
県
油
谷
防
災
行
政
連

中
「
の
う
ち
平
成
十
七
年
二
月
二

行
政
連
絡
所
の
項
を
削
り
、
同
表

二
十
日
に
お
け
る
徳
山
市
の
区
域

県
鹿
野
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
ま

の
う
ち
平
成
十
七
年
三
月
二
十
一

楠
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
を
削
り

年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
山
口
市

山
口
県
阿
知
須
防
災
行
政
連
絡
所

う
ち
平
成
十
七
年
三
月
五
日
に
お

の
項
か
ら
山
口
県
福
栄
防
災
行
政

項
中
「
の
う
ち
平
成
十
八
年
三
月

災
行
政
連
絡
所
の
項
か
ら
山
口
県

政
連
絡
所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成

テ
ム
開
発
班
」
を
「
審
査
指
導
班

う
ち
平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
に

絡
所
の
項
か
ら
山
口
県
豊
北
防
災

所
の
項
中
「
の
う
ち
平
成
十
六
年

二

山町項七署 削長絡十山」で日 、ののけ連十美十 」お行十
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第第

山 口 県 報

第
タ
ー

（号 外 ）

第
中
部
社
会
福
祉
事
務
所
の
項
を
削

四
十
九
条
中
「
、
中
部
社
会
福
祉

四
十
七
条
の
十
一
の
表
山
口
県
萩

山
口
県
萩
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー

保

四
十
八
条
の
表
東
部
社
会
福
祉
事

山
口
県
山
口
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー

山
口
県
宇
部
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー

保

山
口
県
周
南
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー

四
十
七
条
の
十
一
の
表
山
口
県
山

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。保

タ
ー

四
十
七
条
の
十
一
の
表
山
口
県
周

保

る
。

事
務
所
に
保
護
課
」
を
削
る
。

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次

健
環
境
部

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

地
域

難
病

環
境
品
衛
班

務
所
の
項
中
「
熊
毛
郡
」
を
「

生
活
環
境
課

試
験
検
査
課

環
境
品
衛
班

健
環
境
部

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

地
域
難
病

環
境
品
衛

班

生
活
環
境
課

試
験
検
査
課

環
境

品
衛
班

口
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
及

健
環
境
部

健
康
増
進
課

地
域
難
病

食
肉
検
査
課

品
衛
班

南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
を

健
環
境
部

健
康
増
進
課

地
域
難
病

の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
班

精
神
・

班衛
生
薬
事
班

食

生
班

環
境
指
導

熊
毛
郡

阿
武
郡
」
に
改
め
、

衛
生
薬
事
班

食

生
班

環
境
指
導

保
健
班

精
神
・

班衛
生
薬
事
班

食

生
班

環
境
指
導

廃
棄
物
対
策
班

衛
生
薬
事
班

食

生
班

環
境
指
導

廃
棄
物
対
策
班

び
山
口
県
宇
部
健
康
福
祉
セ
ン

保
健
班

精
神
・

班 生
班

環
境
指
導

廃
棄
物
対
策
班

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
班

精
神
・

班

二
十
五

大
気
汚
染
の
防
止

二
十
六

水
質
汚
濁
の
防
止

二
十
七

騒
音
、
振
動
及
び

山
口
県
萩
環
境
保
健
所

第
五
十
一
条
の
四
の
表
生
活

に
次
の
九
号
を
加
え
る
。

二
十
四

地
域
環
境
保
全
対

の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
山
口
環
境
保
健
所

山
口
県
宇
部
環
境
保
健
所

第
五
十
一
条
の
三
の
表
山
口

山
口
県
周
南
環
境
保
健
所

第
五
十
一
条
の
三
の
表
山
口

第
五
十
条
中
「
保
護
課
、
」

第
五
十
一
条
の
三
の
表
山
口

山
口
県
岩
国
環
境
保
健
所

等
に
関
す
る
こ
と
。

等
に
関
す
る
こ
と
。

悪
臭
の
防
止
等
に
関
す
る
こ
と
。

指
導
班

廃
棄
物

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

地
域
保
健
班

精

環
境
衛
生
薬
事
班

指
導
班

衛
生
課
の
項
中
「
生
活
衛
生
課
」

策
に
関
す
る
こ
と
。

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

試
験
検
査
課

地
域
保
健
班

精

環
境
衛
生
薬
事
班

指
導
班

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

地
域
保
健
班

精

環
境
衛
生
薬
事
班

県
周
南
環
境
保
健
所
の
項
を
次
の

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

試
験
検
査
課

地
域
保
健
班

精

環
境
衛
生
薬
事
班

指
導
班

廃
棄
物

県
宇
部
環
境
保
健
所
の
項
か
ら
山

を
削
る
。

県
岩
国
環
境
保
健
所
の
項
を
次
の

健
康
増
進
課

生
活
環
境
課

食
肉
検
査
課

地
域
保
健
班

精

環
境
衛
生
薬
事
班

指
導
班

廃
棄
物

三

対
策
班

神
・
難
病
班

食
品
衛
生
班

環
境

を
「
生
活
環
境
課
」
に
改
め
、
同

神
・
難
病
班

食
品
衛
生
班

環
境

神
・
難
病
班

食
品
衛
生
班

環
境

よ
う
に
改
め
る
。

神
・
難
病
班

食
品
衛
生
班

環
境

対
策
班

口
県
萩
環
境
保
健
所
の
項
ま
で
を

よ
う
に
改
め
る
。

神
・
難
病
班

食
品
衛
生
班

環
境

対
策
班

項 次



平

農
場第

成 年 月 日 月曜日

第十十二第
き
つ

山 口

「
第

県 報

第
第
百第第

第
百第第

（号 外 ）

二二三三三第第第
の
項
を
削
る
。

二
百
四
十
九
条
の
表
柳
井
土
木
建

花

き

振

興

セ

ン

タ

百
八
十
八
条
の
表
農
業
技
術
部
の

八

稲
、
麦
、
大
豆
等
の
優
良
な

九

稲
、
麦
、
大
豆
等
の
原
原
種

十

稲
、
麦
、
大
豆
等
の
品
種
の

百
八
十
九
条
の
表
徳
佐
寒
冷
地
分

試
験
場
」
を
「
柑
き
つ
振
興
セ
ン

事
業
調
整
課

」
に
改
め
る
。

百
八
十
七
条
第
二
項
の
表
を
次
の

名

称

柑

き

つ

振

興

セ

ン

タ

百
四
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
を
次

四
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で

削
除

三
章
第
一
節
第
五
款
第
二
十
八
目

百
十
一
条
の
三
を
第
百
九
条
と
し

十
一
条
と
す
る
。

三
章
第
一
節
第
五
款
第
二
十
九
目

百
七
十
七
条
の
表
山
口
県
周
南
農

十
八

廃
棄
物
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

浄
化
槽
に
関
す
る
こ
と

十

下
水
道
終
末
処
理
場
の
維
持

十
一

水
道
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生

五
十
一
条
の
四
の
表
環
境
保
全
課

五
十
九
条
の
十
四
の
表
中
「
宇
部

三
章
第
一
節
第
五
款
第
二
十
七
目

築
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
三

ー

柳

井

市

項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

種
子
の
生
産
技
術
の
研
究
に
関

及
び
原
種
の
生
産
及
び
配
布
に

展
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

場
の
項
を
削
り
、
同
表
大
島
柑

タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
萩
柑
き

事

業

よ
う
に
改
め
る
。位

ー

大
島
郡
周
防
大
島
町

の
よ
う
に
改
め
る
。

を
削
る
。

、
第
百
十
一
条
の
四
を
第
百
十

を
同
款
第
二
十
七
目
と
す
る
。

林
事
務
所
の
項
中
「

指

導

（
浄
化
槽
工
事
業
者
に
関
す
る
も

管
理
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

の
項
及
び
生
活
環
境
課
の
項
を

市
」
を
「
防
府
市
」
に
改
め
る

の
目
名
を
削
る
。

班
」
を
削
り
、
同
表
周
南
土
木

す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

き
つ
試
験
場
の
項
中
「
大
島
柑

つ
試
験
場
の
項
及
び
美
東
原
種

課

」置

条
と
し
、
第
百
十
一
条
の
五
を

課

を

の
を
除
く
。
）
。

削
る
。

。

山
口
県
准
看
護
師

試
験
委
員

第
二
百
三

山
口
県
後
期
高
齢

者
医
療
審
査
会

十
七
年
法

の
規
定
に

処
分
（
被

関
す
る
処

法
第
四
章

口
県
後
期

の
に
限
る

審
査
に
関

保
健
師
助

山
口
県
医
療
審
議

会

七
十
一
条

り
そ
の
権

け
る
医
療

要
事
項
の

山
口
県
准
看
護
師

試
験
委
員

保
健
師
助

第
二
百
三

る
准
看
護

「

高
齢
者
の

班
」
を
削
り
、
同
表
長
門
土
木

に
改
め
、
同
表
萩
土
木
建
築
事

第
二
百
五
十
条
第
一
項
の
表

十
五

独
立
行
政
法
人
住
宅

第
二
百
九
十
七
条
第
一
項
の

所
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る

第
三
百
一
条
第
一
号
の
表
中

「

医
療
法
（

建
築
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第

「

工
務
第
二
課

工
務
第
一
班

「

工
務
第
二
課

工
務
班

所
の
項
中
「
用
地
第
三
班
」
を

「
真
締
川
ダ
ム
建
設
班
」
を
削

を
「
用
地
班
」
に
改
め
、
同
表

号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

律
第
八
十
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項

よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
に
関
す
る

保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
に

分
を
含
む
。
）
又
は
保
険
料
そ
の
他
同

の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
市
町
及
び
山

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
徴
収
す
る
も

。
）
に
関
す
る
処
分
に
対
す
る
不
服
の

す
る
事
務

産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
に
よ

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
及
び
県
に
お

を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
重

調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

師
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

建
築
事
務
所
の
項
中
「
工
務
第
一

務
所
の
項
中
「
工
務
第
三
班
」
を

建
築
住
宅
課
の
項
第
十
五
号
を
次

金
融
支
援
機
構
の
貸
付
金
に
係
る

表
出
先
機
関
の
内
部
組
織
の
項
中

。昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

三
班
」
を
削
り
、

工
務
第
二
班

」
を

」
に

削
り
、
同
表
宇
部
土
木
建
築
事
務

り
、
同
表
美
祢
土
木
事
務
所
の
項

下
関
土
木
建
築
事
務
所
の
項
中

医
務
保

険
課

医
務
保

険
課

に
改
め
、
同
条
第
二

医
務
保

険
課

医
務
保

険
課

」
を

班

工
務
第
二
班
」
を
「
工
務
班

削
る
。

の
よ
う
に
改
め
る
。

工
事
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

「
分
場
長

試
験
場
長

農
場
長

改
め
、
同
表
山
口
土
木
建
築
事

所
の
項
中
「
用
地
第
三
班
」
及

中
「
用
地
第
一
班

用
地
第
二
班

「
用
地
第
三
班
」
及
び
「
工
務
第

四

号 」 務び」三



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

こ

（号 外 ）

ロ

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一

る
准
看
護
師
試
験

山
口
県
医
療
審
議

会

医
療
法
（
昭
和
二

七
十
一
条
の
二
第

り
そ
の
権
限
に
属

け
る
医
療
を
提
供

要
事
項
の
調
査
審

の
表
中
「
職
員
厚
生
課
」
を
「
給

日
か
ら
施
行
す
る
。

の
実
施
に
関
す
る
事
務

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
に
よ

さ
せ
ら
れ
た
事
項
及
び
県
に
お

す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
重

議
に
関
す
る
事
務

地
域

療
推
室

与
厚
生
課
」
に
改
め
る
。

医進
」

五



平
成
二

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）
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